
議案第３号

明石市個人番号の利用に関する条例及び明石市個人情報

保護法施行条例の一部を改正する条例制定のこと

明石市個人番号の利用に関する条例及び明石市個人情報保護法施行条例の一部を

改正する条例を次のように制定する。

令和７年２月２０日提出

               明石市長   丸  谷  聡  子



明石市個人番号の利用に関する条例及び明石市個人情報保護法施行条例の一部を改正

する条例

（明石市個人番号の利用に関する条例の一部改正）

第１条 明石市個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第３４号）の一部を次のよう

に改正する。

改   正 現   行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１)～(２) （略） (１)～(２) （略）

(３) 特定個人情報 法第２条第９項に規定

する特定個人情報をいう。

(３) 特定個人情報 法第２条第８項に規定

する特定個人情報をいう。

(４) 個人番号利用事務実施者 法第２条第

13項に規定する個人番号利用事務実施者を

いう。

(４) 個人番号利用事務実施者 法第２条第

12項に規定する個人番号利用事務実施者を

いう。

(５) 情報提供ネットワークシステム 法第

２条第15項に規定する情報提供ネットワー

クシステムをいう。

(５) 情報提供ネットワークシステム 法第

２条第14項に規定する情報提供ネットワー

クシステムをいう。

(６)～(７) （略） (６)～(７) （略）

第３条～第５条 （略） 第３条～第５条 （略）

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

機関 事務 機関 事務

（削 る）

１ 市長 生活に困窮する外国人に対

して行う生活保護法（昭和

25年法律第144号）の取扱い

に準じた保護の措置に関す

る事務であって規則で定め

るもの

１ （略） ２ （略）

２ （略） ３ （略）

３ （略） ４ （略）

４ （略） ５ （略）

５ （略） ６ （略）

６ （略） ７ （略）

７ （略） ８ （略）

備考

１ 改正部分は、下線の部分である。
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２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。
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（明石市個人情報保護法施行条例の一部改正）

第２条 明石市個人情報保護法施行条例（令和４年条例第２３号）の一部を次のように改正

する。

改   正 現   行

（個人情報保護審議会） （個人情報保護審議会）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項に定めるもののほか、市の機関は、行

政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第

27号）第２条第10項に規定する特定個人情報

ファイルの取扱いについて意見を聴くことが

必要な場合に、個人情報保護審議会に諮問す

ることができる。

３ 前項に定めるもののほか、市の機関は、行

政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第

27号）第２条第９項に規定する特定個人情報

ファイルの取扱いについて意見を聴くことが

必要な場合に、個人情報保護審議会に諮問す

ることができる。

４～６ （略） ４～６ （略）

以 下 略 以 下 略

備考

１ 改正部分は、下線の部分である。

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。

   附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１条中別表の改正は、令和７年

７月１日から施行する。

（提案理由）

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正に伴う規定の整備を図ることにつき、条例の一部を改正しようとするものである。
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